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税理士・行政書士 山田勝義

主催：沖縄県保健医療介護部高齢者介護課

サ高住・住宅型有料老人ホームにおける外国人介護人材について

画像の転載、複製、改変等は禁止します。



1．ご挨拶・研修講師プロフィールについて

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

－ご挨拶－
この度は、沖縄県保健医療介護部高齢者介護課主催の集団指導「有料
老人ホームにおける外国人スタッフの適正な活用について」にご参加頂き、
厚く御礼申し上げます。
事業者が適切な事業運営を行うためには、沖縄県有料老人ホーム設置
運営指導指針、老人福祉法、介護保険法等を十分に理解することが必須
です。仮に、これらの理解が足りていないことを起因とし、適切な事業運営
ができていないとすると、立入検査の際、事業者として改善を求められるこ
ととなるでしょう。
今回は、有料老人ホームにおける外国人スタッフの適正な活用に焦点を
絞り、ご説明しますので、よろしくお願い申し上げます。

－プロフィール－
当事務所の代表者である山田勝義は、政令指定都市の係長職を経験後、高齢者
住宅に関する運営会社に勤務しました。
上記運営会社では、行政折衝から介護保険制度に関する業務の全般を経験、有
料老人ホーム施設長等の現場も経験、現在は税理士・行政書士事務所を立ち上げ、
活動をおこなっております。



2．本日の集団指導の道筋について

－本日の集団指導の道筋－

本日の集団指導では、以下の論点について、短い時間ではございますが、
①～⑤の項目に従い、ご説明します。

① 現行の外国人介護人材の受入れの仕組み
② 特定技能制度の受入れ見込数の再設定等について
（令和6年3月29日閣議決定）

③ 「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の開催
にあたっての論点

④ 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について
⑤ サ高住・住宅型有料老人ホーム事業者の注意点について

画像の転載、複製、改変等は禁止します。



①現行の外国人介護人材の受入れの仕組み



3．外国人介護人材受入れの仕組み

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

出典：令和7年3月17日 第118回社会保障審議会介護保険部会 資料3より掲載



② 特定技能制度の受入れ見込数の再設定等
について（令和6年3月29日閣議決定）



4．特定技能制度の受入れ見込数の再設定
（令和6年3月29日閣議決定）

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

出典：令和6年6月19日 第7回「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」 参考資料1より
掲載



5．介護分野における特定技能の在留資格に係る制度
の運用に関する方針（令和6年3月29日閣議決定）

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

出典：令和6年6月19日 第7回「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」 参考資料1より
掲載

令和6年4月から5年間の介護分野における特定技能の在留資格
に係る制度においての、受入れ数は、「135,000人」である！



③「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討
会」の開催にあたっての論点



6．外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会①

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

まず、わが国における高齢者施設や介護サービスでの事業所において、今後、外
国人材をどのように活用していくかの方向性を決めるため、「外国人介護人材の業
務の在り方に関する検討会」が令和5年7月24日に第1回目が開催されました。
☞この検討会は、令和6年6月19日まで、全7回開催！

この検討会で、事業者として決定すべき論点は以下の「3つの論点」であった！

①訪問系介護サービスへの外国人介護人材の従事について

②事業所開設における外国人介護人材受入可能のための経過期間について

③外国人介護人材の人員配置基準の算定について

今回の集団指導では、この①の論点と、これから派生する集合
住宅等における外国人介護人材の活用について説明します！



7．外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会②

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

住宅型有料老人ホーム・サ高住・訪問系
サービスは対象外！

出典：令和5年7月24日 第1回「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」 資料2より掲載



8．外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会③

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

出典：令和5年7月24日 第1回「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」資料3より掲載



9．外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会④

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

出典：令和5年7月24日 第1回「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」 資料3より掲載

☞具体的には、引き続き事業所の開設から３年が経過し、
以下①②のいずれかを満たす場合に受入れを認める。

① 法人の設立から３年が経過している場合 （法人要件）
② 同一法人によるサポート体制がある場合（サポート体制要件）



10．外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会⑤

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

出典：令和5年7月24日 第1回「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」 資料3より掲載

☞社会保障審議会介護給付費分科会で令和5年12月19日に審議報告
がなされ、 通知改正を受けて、すでに令和6年4月から施行済！



④外国人介護人材の訪問系サービスへの従事に
ついて



11．現行の在留資格別の外国人介護人材の訪問系
サービスの取り扱い

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

出典：令和7年3月17日 第118回社会保障審議会介護保険部会 資料3より掲載

まず、勤務する外国人が「在留資格」・「EPA介護福祉士」
なのか、「特定技能」なのか再度確認すること！



12．「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討
会」中間とりまとめ

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

出典：令和7年3月17日 第118回社会保障審議会介護保険部会 資料3より掲載



13．外国人介護人材の訪問系サービスの従事について

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

出典：令和7年3月17日 第118回社会保障審議会介護保険部会 資料3より掲載



14．新たに受入対象となるサービス

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

出典：令和7年3月17日 第118回社会保障審議会介護保険部会 資料3より掲載



15．訪問系サービスに外国人介護人材を活用するにあ
たっての注意点（まとめ）①

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

今回、訪問介護等の介護サービスについて、令和7年4月から外国人介護人材の活
用が認められたが、受入事業者は、下記①～⑤の事項を適切に履行できる体制・計画
等を有することについて、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類の提出が必要で
す。

①研修を行うこと
受入事業者が行う外国人介護人材への研修については、 EPA 介護福祉士の訪問系
サービスで求める留意事項と同様に、訪問介護の基本事項、生活支援技術、利用者、
家族や近隣とのコミュ ニケーション（傾聴、受容、共感などのコミュニケーションスキル
を含む）、日本の生活様式等を含むものとすること。

②一定期間、責任者等が同行する等により、必要な訓練を行うこと
受入事業者は、訪問系サービスの提供を一人で適切に行 うことができる ように、一
定期間、サービス提供責任者 等が同行する など により 必要な OJT を行うこと。回数
や期間については、利用者や外国人介護人材の個々状況により、受入事業者により適
切に判断する こと 。



16．訪問系サービスに外国人介護人材を活用するにあ
たっての注意点（まとめ）②

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

③丁寧に説明を行い、その意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
キャリアアップに向けた支援が重要になるところ、受入事業者等は外国人介
護人材の訪問系サービスを実施する際、外国人介護人材 に対して 業務内容や注
意事項等に ついて 丁寧に 説明を 行い、その 意向等を確認しつつ、外国人介護人
材のキャリアパスの構築に向けたキャリアアップ計画を作成すること。

④ハラスメント防止のための窓口設置
ハラスメント対策の観点から、受入事業所内において、
・ ハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルの作成・共有、管理者等の
役割の明確化
・発生したハラスメントの対処方法等のルールの作成・共有などの取組や環境の整備
・相談窓口の設置 やその周知 等の相談しやすい職場環境づくり
・利用者・家族等に対する周知等の必要な措置を講ずること。

⑤情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備
外国人介護人材の負担軽減や訪問先 での不測の事態に適切に対応 できるように
する 観点から、介護ソフトやタブレット端末の活用による記録業務の支援、コミュニケー
ションアプリの導入や日常生活や介護現場での困りごと等が相談できるような体制整
備など、 ICT の活用等も含めた環境整備を行うこと。



⑤ サ高住・住宅型有料老人ホーム事業者の注意
点について



17．サ高住・住宅型有料老人ホーム事業者の注意点①

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

「住宅型有料老人ホーム」・「サービス付き高齢者向け住宅」は対象外！

出典：令和5年7月24日 第1回「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」 資料2より掲載



18．サ高住・住宅型有料老人ホーム事業者の注意点②

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

前項のとおり、確かに、新たに「訪問系サービス」について、外国人介護人材の活用
が認められました。

しかしながら、このことについての誤解が非常に多いのです。今回の集団指導におい
ても、この点を丁寧に説明をしたいと思います。

例えば、訪問系・通所系等の介護保険サービスを提供している事業所が、集合住宅
等にサービスを提供を行う場合、

つまり、「サービス付き高齢者向け住宅」、「住宅型有料老人ホーム」における介護
サービスの提供については、事業者として、より注意を払う必要があるのです。

こうした状況は、立入検査等を通じて一部事業者が、これらの運用を誤解している
ケースが見受けられるのです。

よって、事業者の皆様が運営する施設における人員配置において、このような事例が
ないか、今一度、各事業者の運営において確認をお願いいたします。

あくまでも今回認められたのは「訪問系サービス」！



19．サ高住・住宅型有料老人ホーム事業者の注意点③

画像の転載、複製、改変等は禁止します。

特に誤解が生じている論点を、確認事項として下記のとおり記載します。

★集合住宅における外国人介護人材の活用についての確認事項

①サービス付き高齢者向け住宅は適用外であること

②有料老人ホームのうち、住宅型有料老人ホームは適用外であること

③有料老人ホームのうち、介護付有料老人ホームは適用されること

★訪問系・通所系等の介護保険サービスを上記①②の集合住宅でサービス提供する
にあたっての確認事項

①あくまでも訪問系・通所系等の介護保険サービスの人員としてのサービス提供であ
ること

②「サービス付き高齢者向け住宅」、「住宅型有料老人ホーム」と、訪問系・通所系等の
介護保険サービスの人員としての「外国人介護人材との兼務」は認められないこと



皆さま、ご清聴ありがとうございました！
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